
★平成２８年１２月 ７日 新聞記事の投稿 羽島名誉会員投稿 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



★平成２８年７月 １日 更生保護こうべ 「桜の見る会」に招かれて 羽島敦子 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



★平成２８年６月３０日 BPnet記事の投稿 

この記事は BPnetの転載です。（羽島名誉会員投稿） 

 

 



★平成２８年６月１６日 新聞記事の投稿 

この記事は産経新聞夕刊です。（羽島保護司投稿） 

 



★平成２８年４月１３日 新聞記事の投稿 

この記事は産経新聞朝刊です。（羽島保護司投稿） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



★平成２８年１月２４日 第１９回東灘市民放水大会 

１月２４日住吉川河川敷にて市民放水大会が開催されました。清原副会長をはじめ多くの保護司がそれ

ぞれの立場で参加し、永島サポートセンター長が大会宣言を行いました。   （梶井保護司投稿） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



東灘区ホームページ「区長の日記」より 

 大寒波が西日本に襲来してきました。今朝の住吉川は、水の間から突き出た岩の縁や小さな草の周り

が凍りつき、見ているだけで手先がじんじんしてきました。 そんな中でも、カモがのんびり泳いだり羽

繕いをしたりと、寒くないのかなと思ってしまいます。一方で私たちは、厳寒期だからこそ、気を引き締

め、訓練や備えをしなければならないことがたくさんあります。 昨日、住吉川河川敷で行われた第 19

回東灘市民放水大会もそのひとつと言えるでしょう。震災の経験と教訓を継承しようと、この時期ゆえ

の大会です。区内の防災福祉コミュニティや消防団、連合婦人会、区内各企業、ボーイスカウト・ガール

スカウト、少年団野球リーグなど 29 団体の皆さんをはじめ、約 1000人の区民が集まり、一斉放水や炊

き出し訓練などが行われました。 住吉川に向かって一斉に放水が始まると、しばし寒さを忘れるほど

の、鮮やかな美しい虹がかかりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



★平成２８年１月２１日 新聞記事の投稿 

この記事は産経新聞夕刊です。（梶井保護司投稿） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



★平成２８年１月１０日 新聞記事の投稿 

この記事は１月１０日産経新聞朝刊です。（羽島保護司投稿） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     記事ＰＤＦファイル  



★平成２７年７月９日 新聞記事の投稿 

この記事は７月９日産経新聞朝刊です。（梶井保護司投稿） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



★平成２７年６月１４日 新聞記事の投稿 

この記事は６月１４日産経新聞朝刊です。（羽島保護司投稿） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



★平成２７年５月２７日 新聞記事の投稿 

この記事は５月２７日産経新聞朝刊です。（羽島保護司投稿） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

★平成２７年５月２６日 ＮＨＫクローズアップ現代「相次ぐ少年事件 問われる保護観察」 

http://www.nhk.or.jp/gendai/kiroku/detail02_3656_all.html 

地域で更生めざす 少年の保護観察 

神奈川県内の保護観察を管轄する、横浜保護観察所で

す。現在、およそ１，４００人の少年を対象に保護観察を行

っています。どのように少年を更生させるのか。 

その中身を決めるのは、心理学などの専門知識を持つ保

護観察官です。  



処分が決まった少年に対して面接を実施。 

非行の内容や家庭環境などに合わせて、更生させる具体的な計画を立てていきます。 

保護観察官 

「遵守（じゅんしゅ）事項の約束、どんな内容か覚えてい

る？」 

少年 

「暴力団と絡まない、薬物をやらない。」 

計画の基本となるのが、遵守事項と呼ばれる約束事です。 

これは過去に傷害事件を起こしたある高校生のもの。 

共犯者との交際を絶つこと。 

深夜にはいかいしたり、たむろしたりしないこと。 

そして、欠席せずに学校に通うことなどを義務づけました。 

保護観察官 

「再犯、再非行させないのが保護観察の大きな目標な

ので、そのための大きな基準になるので、それをはっき

り少年たちに示すことで、これを守っていれば保護観察

をきちんと受けているとみなされると少年たちにとっても

わかりやすい。」 

遵守事項を定めた保護観察官は、次に少年が暮らす

地域の保護司に少年の担当になってもらいます。 

保護観察官の監督の下、保護司が実際に見守りを担う

のです。 

保護司は非常勤の国家公務員。 

月に２回程度、少年と面接をし、必要に応じて家庭訪問

を行います。 

そして月に１回、少年の様子を報告書にまとめて保護観察官に送ります。 



これは、先ほどの傷害事件を起こした高校生のケースで提出された報告書です。 

面接で得た情報を詳しく記述しています。 

共犯者ではなく、中学校時代の友達と会っていること。 

高校は遅刻せずに行っていること。 

そして遵守事項には違反していないものの、耳にピアスを開けるなどの変化が見られることを報告していま

す。 

保護観察官は報告書などをもとに、少年が遵守事項の違反を繰り返すなど更生の見込みがないと判断し

た場合、少年院送致など新たな処分を家庭裁判所に求めることができるのです。 

少年たちが見えない 岐路に立つ保護観察 

地域の中で少年を見守り更生させる、保護観察。 

しかし、その中心的な役割を担う保護司は今、新たな課

題に直面しています。 

保護司歴２０年以上の河西英彦さんです。 

保護司 河西英彦さん 

「この辺が大体たまり場だね。」 

これまで３０人近くの少年たちを見守り、更生させてきま

した。 

町内会長を務める河西さんは、子ども会の活動を積極

的に行うなど地域住民とのネッワークを構築。 

そこから得られる情報を、保護司の活動にも生かしてき

ました。 

しかし最近、保護観察をしている少年の様子がつかめないケースが増えているといいます。 

保護司 河西英彦さん 

「どこで何をしているんだろうっていう、そのへんのところが見えづらい。 

昔と子どもたちの世界が違ってきている。」 



数年前に担当した少年は、たびたび面接に現れず、無断

外泊も繰り返していました。 

河西さんは少年の居場所を突き止めようとしましたが、地

域で見つけることはできませんでした。 

少年は、ＬＩＮＥで新しい仲間と知り合い、自宅から遠く離れ

た東京などを転々としていたのです。 

どんな生活をしているのか。 

どんな交友関係なのか。 

結局、詳しい実態をつかみきれずにいるうちに、少年は担

当外のエリアに引っ越していきました。 

保護司 河西英彦さん 

「（少年たちの）行動範囲がわからないので、エスカレートし

たときに引き止める手だてがない。 

（事件という）結果が出て初めてわかる。 

どこかの時点でなんとかなったんだろうと言うけど、そのど

こかの時点を誰も追えない。」 

さらに今、多くの保護司が直面している問題が、地域社会

の変化です。 

東京・江東区で１７年間保護司を続けてきた主婦の中澤照

子さん。 

これまで地元の暴走族など５０人以上を更生させてきました。 

中澤さんはこれまで、面接に加えて、隣近所の人たちからさりげなく聞き取った情報をもとに少年たちの生

活を把握してきました。 

保護司 中澤照子さん 

「街を歩いていれば（地域の）みんなで頑張ろうね、頼む

ねとか、みんなで年代を越えて、その子たちやそのグルー

プをなんとかしようという気持ちがあった。」 



ところが、子どもたちに目をかけてくれていた住民は高齢化

し、街にあまり姿を見せなくなりました。 

加えて、街の再開発によってここ１０年で転入者が３０％余

り増加。 

街の雰囲気が一変したといいます。 

保護司 中澤照子さん 

「建物自体から入りづらかったり、関わりづらかったり。 

（少年の）仲間が見えない、友達が見えない。 

情報が入ってこないし非常にこれから大変、いろいろな形で私たちの活動は。」 

地域のつながりを前提として成り立ってきた保護観察。 

地域社会が変容する中で、岐路に立たされています。 

相次ぐ少年事件 問われる保護観察 

ゲスト生島浩さん（福島大学大学院教授） 

●保護司の環境をどう捉える？ 

更生保護制度というのは、保護司さん、地域の民間の篤志家の方々が地域で立ち直りを助けると、そうい

う制度なんですが、非行自体から地域性ということが消えてから久しいと思うんですね。 

今、保護司さんも「地元の」っていう言い方をされてましたが、地元の不良交友、あるいは地元の暴走族、そ

ういうその「地元の」というのが消えてしまった。 

不良行為も、盛り場にたまるとか、あるいはコンビニの前にたまるということも、この数年来消えてしまいま

したし、暴走族も、もちろん名前はありますけれども、現実に地域の名前をつけて、暴走族、バイクが何十

台も走ってた、そういう風景は全く最近見なくなったと思うんですね。 

ですから、その地域っていうのが非行から消えてしまった以上、保護司さんはどういう形でそういう少年たち

にアプローチしていくか難しくなった、そういう子どもたちも、子ども会の活動だとか地域活動というところに

参加しなくなってます。 



保護者の方もそうなので、保護司の方々、いろんな地域活動に参加されていますけれども、そういう形では

アプローチできないという事態が進行していると思います。 

●見えないところでの新しい交遊関係、ＳＮＳなどのコミュニケーションツール 接触も難しくなっている？ 

本当にそうだと思いますけども、その辺は更生保護も、保護観察も、新しいツールを使わなければいけない

と思います。 

例えば面接・カウンセリングも、最近ではメールを使うというようなことがほかの領域でも行われてますし、も

ちろん保護観察の場合は、本人かどうかっていう本人認証の技術的な問題もありますけれども、そのへん

はクリアして、メールなどを使ってきちんと接触していく、生活実態を把握していくと、そういうような方法が

必要だと思います。 

●親のアプローチも難しくなっている？ 

おっしゃるとおりで、少年たちの生活実態というのは外からは見えません、ご家族しか見えないので、その

ご家族にどうやってアプローチしていくか。 

保護司さんは親の先輩として、今まで家庭訪問などによってアプローチしてたんですが、今、家庭訪問って

いうのが非常に難しくなっている。 

学校現場でもそうだと思いますが、人の家庭の中に入って、いろんな事情を重ねた難しいご家庭が多いの

で、そこにアプローチしていくには専門的なアプローチ、私は家族療法を専門としてるんですが、そういった

ようなアプローチも必要かと思います。 

●保護観察制度そのものに無理が生じているのでは？ 

これは先ほどご紹介ありましたように、確かに再犯は１割、２割いらっしゃる。 

でも８割の方は、保護観察で再非行なく立ち直って、普通の生活をして大人になっている。 

そういう事実を踏まえると、やっぱり時間と、社会側の寛容さというか立ち直りを認める、それは必要だと思

いますね。 

ただ、現実に地域で立ち直らせることができる人たちと、それから専門的なプログラムが必要な人たちをき

ちんとより分ける、選定する。 



私たちはアセスメントというふうに呼んでますが、そこは非常に厳格なアセスメントが必要になっているとい

うふうには思います。 

（専門的なプログラムとは？） 

今、成人のほうでは進んでいるんですけれども、性犯罪から始まって、薬物であったり、暴力であったりとい

うことなんですが、中心は成人犯罪になっています。 

やはりこの少年に対しても、さらに広げた形で、専門的なプログラム、ただこれは保護司ではなくて保護観

察官がやらなければいけませんが、その数が圧倒的に足りない状況ですので、そこらへんはスタッフを充

実させるということが必要不可欠だと思います。 

保護観察の新たな取り組み 専門家の連携プレー 

福岡県北九州市。 

少年事件の発生率が全国の中でも高いことに、長年、頭

を悩ませてきました。 

この街の保護観察は５年ほど前から他の行政機関と連携

して行われています。 

保護観察官の青木美香さんです。 

青木さんは、担当している少年たちの情報を幅広く得るた

めに、たびたび市民会館を訪れます。 

この市民会館では、警察の組織で少年たちの相談に乗る

少年サポートセンター。 

そして教育委員会と児童相談所が１つのフロアに同居。 

補導歴や学校でのトラブル、それに家庭環境など、それぞ

れが把握している情報を必要に応じて共有しています。 

少年サポートセンターに連絡が入りました。 

「先生にケガさせたらしい、頭突きして。」 



少年は学校を飛び出して帰宅。 

母親では手に負えないといいます。 

電話を受けた職員は、少年を一時保護する可能性があ

るため、児童相談所と情報を共有しました。 

このように、北九州市ではそれぞれの組織が持つ少年の

個人情報を、ちゅうちょせず共有しています。 

保護観察所を含め、それぞれの組織が守秘義務を負っ

ているため、情報を共有しても外部に漏れないという考え

方を採用しているのです。 

連携によって得られる情報を、保護観察官の青木さんは

積極的に生かしています。 

保護観察官 青木美香さん 

「（面接するのは）１か月ぶりぐらいよね。」 

この日、青木さんは保護司だけでは対応が難しい１０代

後半の少女と面接を行いました。 

少女は、暴力事件などで保護観察を受けています。 

保護観察官 青木美香さん 

「仕事頑張ってるんだね。」 

少女 

「仕事、２週間休んでないです。」 

この日、青木さんは少年サポートセンターの職員に同席

を頼みました。 

交友関係を十分につかみきれていなかったため、少女と顔見知りのサポートセンターの職員に様子を見て

もらおうと考えたのです。 

面接が続く中、少女がある少年の名前を出したときでした。 



少年サポートセンターの職員 

「ちょっと見せて、どんな子？」 

サポートセンターの職員が少年の名前に反応しました。 

以前から、その少年が薬物に関わっていることを知っていたのです。 

少年サポートセンターの職員 

「けっこう名前聞くよね、Ａ君は。」 

少女 

「あの子はそろそろ駄目でしょうね。 

たぶんそろそろパクられそう。 

絶対シャブやめないもん。」 

保護観察だけではすくいきれなかった交友関係の情報を、連携によって知ることができた青木さん。 

その少年が出入りする場所に近づかないよう少女を諭しました。 

保護観察官 青木美香さん 

「あんまりそういう所に行ってたら…。」 

少女 

「行かないですよ。」 

保護観察官 青木美香さん 

「大丈夫？」 

少女 

「忙しいので、仕事で。」 

少年たちに関わる大人たちが連携を始めて５年。 

北九州市では、少年犯罪の発生率がおよそ５％減りました。 



保護観察官 青木美香さん 

「観察官だけとか保護司だけとかだと限界もあるので、連携していくと支援する人が増える。 

本人からしても、信用しても大丈夫だなと思う人がたくさんいるということで、（連携の）効果がある。」 

連携と情報共有 保護観察の新たな取り組み 

●保護司・保護観察官に行政機関が情報を共有 なぜ広が

っていない？ 

先ほど申し上げたように多くの事情を抱えているケースが

多いわけで、そういうときに多くの機関とか、多くの専門職の人たちが協力していくというのはポイントだと思

います。 

そのときに会議などは前から行われているんですが、どうしても役所どうしの役割分担、そういう話し合いに

終始してしまうということがあったと思います。 

必要なのは、それはそちらの仕事かもしれないけれども一歩踏み込む積極性と、それはこちらの仕事かも

しれないけども食い込んでこられることの許容性といいますか、そのへんを認める、小さな親切、よけいな

お世話じゃないですけれども、そういった形の連携が必要だということで、いろんな機関が連携していくうえ

で、役割分担に終わらないということがポイントだというふうに思います。 

●ある機関の方が得た情報を違う機関の方に伝えることで、更生に資するような対応ができる？ 

大事なことは、それをなんのために使うかということで、秘密の保持が守られるかといっても、専門職どうし

の話し合いというのは全く問題はないわけですけれども、単なる目をつけるだけに終わることではなくて、き

ちんとその結果として目をかけるという、方策まできちんと話し合われることが大事で、どうしても単なる情

報共有、目をつけるだけで終わってしまうというところが今までの反省だったというふうに思います。 

●社会の変化、再開発などによってコミュニティーが変わった 具体的にどんな対策が必要？ 



保護司さんにしても個人的な努力といいますか、個人的な、社会的なつながりだけで対応していくことは難

しいと思いますね。 

きちんとした仕組みが必要だと。 

今、法務省のほうで考えているのは、更生法のサポートセンターというのが全国に４５０か所ぐらいあるそう

ですけれども、そういう形で保護司さんが共同して力を出し合う、それから関係機関にも共同して働きかけ

るという、そういう仕組み作りが一点必要だというふうに思いますね。 

それから先ほど繰り返しましたけれども、８割の人たちが立ち直っているわけで、それを支える社会の許容

さというか、立ち直りのためにはやっぱり時間と多くの人たちの手間暇がかかるわけですね。 

でもそれをきちっとかけてくれれば普通の生活が送れるように、普通のアプローチで、普通の人の志ってい

うか、ちょっとした気持ちで立ち直りができるんだということを日本の更生保護は示していると思いますの

で、そこはきちっとやっていかないと欧米のように立ち直りとかそういうことでなくて「モニター」ということば

に変わってしまってるんですが、そういう「監視」に終わらないように、きちっとしたサポート、支援、そういう

ものが社会的な仕組みとして維持されなければいけないというふうに思います。 

（若いときに踏み外しても、やり直せる社会？） 

おっしゃるとおりです。 

やり直しということを認めない社会っていうのは、本当に閉塞感がある社会だと思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

★平成 27年 4月 4日 新聞記事の投稿  

「ｅｙｅ:奈良少年刑務所 世紀超え「監獄」今も」写真集の転載です。 

http://mainichi.jp/graph/2015/04/04/20150404dde012040003000c/001.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

上空から見た奈良少年刑務所。手前中央が表門。中央が庁舎、放射状に延びるのが受刑者が生活する舎房

＝本社ヘリから貝塚太一撮影 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

受刑者が生活する舎房内部。放射状に４５度の角度をつけて２階建ての「第一寮」から「第五寮」が配置

されている。２階の中央看視所（中央）からは格子越しに床下の１階も見える＝奈良市の奈良少年刑務所

で、貝塚太一撮影 



★平成２７年３月３０日 新聞記事の投稿 

 この記事は３月３０日産経新聞朝刊です。（羽島保護司投稿） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



★平成２７年３月６日 新聞記事の投稿 

 この記事は地域の浄化、犯罪予防活動の視点からも重要な論点だと思います。（羽島保護司投稿） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



★平成２７年１月９日 新聞記事の投稿  

羽島保護司投稿 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

★平成２６年１２月３１日 ニュース奈良の声 奈良県)奈良少年刑務所が移転候補地の調査 開示文書

で判明 明治のれんが建築どうなる 

明治のれんが造りの建物を現在も使用している奈良市般若寺町の奈良少年刑務所が、建物の老朽化など

から移転候補地の調査を行っていたことが、記者が法務省矯正局大阪矯正管区に対し行った行政文書開

示請求で開示された文書で分かった。同建物は近代化遺産として貴重とされ、保存運動を展開する市民

団体も先ごろ誕生した。建て替えや移転の動きが注視されていた。移転なら跡地利用で建物が残される

のかどうか同省の判断が注目される。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 奈良少年刑務所建物は 1908（明治 41）年、奈良監獄として建てられた。明治時代、国が監獄施設の近

代化を目指して建てた全国の「五大監獄」の一つ。現存しているのは同監獄だけという。洋風の重厚な造

りが特徴で、奈良県教育委員会がことしまとめた県近代化遺産総合調査報告書は「日本の近代化の一側

面を示す遺構として貴重」と評価している。 

 大阪矯正管区が開示した文書は、ことし 2 月から 3 月にかけて作成された、いずれも「奈良少年刑務

所施設移転候補地の調査結果について」と題する報告書 3 件。1 件の報告書につき 1 カ所の候補地の調

査結果となっていた。確認できたのは報告書の題や作成日のほか、「所在地」「敷地面積」「地権者」「調査

内容・調査結果（20 項目）」などの項目名のみ。具体的情報はすべて黒く塗りつぶされ非開示だったが、

同少年刑務所の移転が検討され、候補地が 3カ所あるとみられることは分かった。 

 非開示の理由については、行政文書開示決定通知書は「法務省内部の検討、協議に関する情報であり、

公にすると外部からの圧力や干渉により、率直な意見交換や意思決定の中立性が損なわれる恐れや移転

候補地の住民の間に混乱を生じさせる恐れがあり、移転に関する事務の遂行に支障を及ぼす恐れがある」

とした。 

 記者はこのほか、建物の耐震性や耐震工事、建て替えについて検討した文書なども開示請求したが、保

有していないとされた。 

 奈良少年刑務所用度課は同刑務所建物について「築 100 年以上たち老朽化が進んでいる。施設として

は収容者と職員を守る義務がある」としたが、移転候補地の調査結果や跡地利用については「何も決まっ

ていないので答えられない」とした。 

 同建物をめぐっては、ことし 10月、市民団体「近代の名建築 奈良少年刑務所を宝に思う会」が発足

した。地元の自治会代表者や市在住の作家、まちづくり団体関係者、建築の専門家らが呼び掛け人にな

り、会長には奈良監獄を設計した山下啓次郎の孫であるジャズピアニストの山下洋輔さんが就任した。

現在、建物に文化財保護などの規制がないことから、「いつ取り壊しになってもおかしくない状態」とし

て、重要文化財の指定を目指し、勉強会などの活動を始めている。 

 「守る会」の呼び掛け人の一人、奈良市在住の作家寮美千子さんは「移転候補地の調査が行われている

のに、具体的な情報を公開してもらえないのは残念だ。少年刑務所建物の存続を考えるとき、秘密裏にし

て市民から遠ざけてしまうのは問題。いざ移転というときに理解が深まらず、反対運動が起こったりし

て困難につながる。情報を広く市民と共有して、どう臨むべきか共に考えていく姿勢が欲しい」と訴え

る。 


